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潤いのある町づくり条例

別表第３（第８条、第９条関係）

土
　
地

築
造
物

建
築
物

土
　
地

築
造
物

建
築
物

工
作
物

縮
尺
等

(１) 事前協議申請書（様式第２号） ○ ○ ○ 正副各１部

(２) 開発申請書（様式第３号） ○ ○ ○ ○ 正副各１部

(３) 事業計画書（様式ア） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 事業の目的、内容等の項目を詳細に記入すること。

(４) 位置図・案内図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1／2,500以上

(５) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1／2,500以上
対照図（字図）は、協議に係る範囲（朱線）、地番、所有者を記入
し、対照表と照合できること。

(６) 関係者等協議書（様式ウ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(７) 公開実施状況調書（様式エ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
事前公開期間及び説明会の開催日、参加人数、話合いの内容等を詳細
に記入すること。

(８) 環境調書（様式オ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 調査項目を詳細に記入すること。

(９) 誓約書（様式キ） ○ ○ ○ ○

(10) 土地利用計画図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1／250以上
緑化（公園、緑地、広場）、駐車場、予定建築物等、公共施設、敷地
内道路（防犯灯）及びその面積表を記入

(11) 建築物平面図及び立面図 ○ ○ ○ ○ 1／250以上

(12) 築造物・工作物計画書 ○ ○ ○ 1／250以上 配置図、平面図、断面図、立面図等

(13) 造成計画平面図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1／1,000以上

(14) 造成計画横断図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1／1,000以上

(平面図) 1／500以上

(構造図) 1／50以上

(16) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
雨水、汚水（雑排水）等の放流先の協議書（同意書等）、境界確認書
等を提出すること。土地利用承諾書

(17) 清掃計画図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ し尿処理施設、ごみ処理施設等の構造、方法等を明記すること。

(18) ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1／500以上
進入路の接点、幅員、延長、規模、構造緑地帯、防犯灯等を明記する
こと。

(19) 消防施設計画図 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1／500以上 防火水槽等の位置及び容量を明記すること。

(20) 施設等の管理計画書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(21) 事業者の諸表 ○ ○ ○ ○ 会社の概要書（パンフレット等）

(22) 現況写真 ○ ○ ○ ○

(23) 分譲者との協定書 ○ ○

(24) 工事工程表 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ 注 注 注 注

○ ○ ○ 注 注 注 注 　　　　　　　〃

○ ○ ○ 注 注 注 注 　　　　　　　〃

○ ○ ○ 注 注 注 注 　　　　　　　〃

○ ○ ○ 注 注 注 注 　　　　　　　〃

○ ○ ○ 注 注 注 注 　　　　　　　〃

○ ○ ○ 注 注 注 注 　　　　　　　〃

○ ○ ○ 注 注 注 注 　　　　　　　〃

○ ○ ○ 注 注 注 注 　　　　　　　〃

○ ○ ○ 注 注 注 注 　　　　　　　〃

○ ○ ○ 注 注 注 注 　　　　　　　〃

○ ○ ○ 注 注 注 注 　　　　　　　〃

○ ○ ○ 注 注 注 注 　　　　　　　〃

○ ○ ○ 注 注 注 注

　（様式カ）を事前協議申請書（正）に添付

屋外広告物事前協議書　位置図・関係者協議書・計画図・事業者の諸表(Ａ４判又はＡ３判)

屋外広告物申請書　位置図・関係者協議書・計画図・誓約書

※各課協議書は１４部提出。提出書類は、原図等をＡ３判に縮小しても可

※注については、事前協議書と変更になった場合のみ提出のこと。

　都市景観推進課
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部

　（様式カ） 課別添付図書（上記番号）

①　建設課

④　農政課

③　農業委員会

(3)　(4)　(5)　(10)　(11)　(13)　(14)　(15)　(16)　(17)　(18)

⑭　由布市消防本部警防課

内　　　容　　　等

雨水、汚水、生活排水の系統を区分明記（色分け等）し、記入するこ
と。（流量計算書等）

事前協議書類 申　請　書　類

○ ○ ○ ○

近隣関係者の対照図
及び対照表（様式イ）

排水施設計画図

水利権、土地境界協議書済等を証
する書面

図　　　書　　　等

(15)

⑥　商工観光課

⑧　総合政策課

道路計画図及び防犯灯施設計画図

○ ○ ○

②　水道課

⑤　農林整備課

⑬　湯布院地域整備課

(3)　(4)　(5)　(10)　(11)　(13)　(14)　(15)　(16)　(17)　(18)　(19)

⑦　環境課

⑨　財政課

⑩　防災安全課

⑪　社会教育課

⑫　教育総務課





空　地　率 高　　　さ 壁面及び道路後退 屋　根　及　び　建　物　の　形　態

１.５ｍ以上
(２.０ｍ以上) ○屋根の形態、外観、色彩等については、自然環境及び周辺の環境に適した
１.５ｍ以上 　ものとする。
(２.０ｍ以上) ○建築物の屋根の形態については、気候等により勾配屋根とする。

１０ｍ以下

１０ｍ以下

６０％以上

５０％以上

リゾートマンション等

そ の 他 の 建 築 物

建築物の高さ、空地率、壁面後退並びに屋根及び建築物の形態適合基準

第一種低層住居専用

(２.０ｍ以上) ○建築物の屋根の形態については、気候等により勾配屋根とする。
１.５ｍ以上 ○クーリングタワー等屋上設備については、環境に適した遮へい措置を講じ

(２.０ｍ以上) 　ること。
１５ｍ以下 １.５ｍ以上

第二種中高層住居専用 且つ４階以下 (２.０ｍ以上)
１５ｍ以下 １.５ｍ以上
且つ４階以下 (２.０ｍ以上)

準 住 居 １２ｍ以下 １.５ｍ以上
且つ３階以下 (２.０ｍ以上)
１８ｍ以下 １.０ｍ以上
且つ５階以下 (２.０ｍ以上)
１８ｍ以下 １.０ｍ以上
且つ５階以下 (２.０ｍ以上)
１２ｍ以下 １.５ｍ以上

宅 地 分 譲 地

リゾートマンション等 ６０％以上

１０ｍ以下

１０ｍ以下

５０％以上

そ の 他 の 建 築 物 ５０％以上

６０％以上

そ の 他 の 建 築 物

宅 地 分 譲 地 ６０％以上

リゾートマンション等 ５０％以上

そ の 他 の 建 築 物 ４０％以上

宅 地 分 譲 地 ５０％以上

近 商 ・ 商 業

都
 
市
 
計
 
画
 
区
 
域
 

第 一 種 住 居

第二種低層住居専用

１２ｍ以下 １.５ｍ以上
且つ３階以下 (２.０ｍ以上)
１５ｍ以下 ２.０ｍ以上
且つ４階以下 (２.０ｍ以上)
１５ｍ以下 ２.０ｍ以上
且つ４階以下 (２.０ｍ以上)
１２ｍ以下 ３.０ｍ以上
且つ３階以下 (２.０ｍ以上)
１５ｍ以下 ２.０ｍ以上 ※この表の基準は、自然公園法、森林法に該当するものは除く。

川 上 ・ 川 南 且つ４階以下 (２.０ｍ以上)
１５ｍ以下 ２.０ｍ以上
且つ４階以下 (２.０ｍ以上)

川 西 の 一 部 １２ｍ以下 ３.０ｍ以上
且つ３階以下 (２.０ｍ以上)
１８ｍ以下 ２.０ｍ以上

宅 地 分 譲 地 ６０％以上

宅 地 分 譲 地 ５０％以上

リゾートマンション等 ６０％以上

無 指 定 そ の 他 の 建 築 物 ５０％以上

宅 地 分 譲 地 ６０％以上

リゾートマンション等 ６０％以上

そ の 他 の 建 築 物 ５０％以上

 
内

都
 
市
 

川 北 ・ 中 川 の 一 部

１８ｍ以下 ２.０ｍ以上
塚 原 ・ 下 湯 平 且つ５階以下 (２.０ｍ以上)

１８ｍ以下 ２.０ｍ以上
且つ５階以下 (２.０ｍ以上)

川 西 の 一 部 １２ｍ以下 ３.０ｍ以上
且つ３階以下 (２.０ｍ以上)
１８ｍ以下 ２.０ｍ以上

湯 平 且つ５階以下 (２.０ｍ以上)
１８ｍ以下 ２.０ｍ以上
且つ５階以下 (２.０ｍ以上)

地 区 は 除 く 。 ） １２ｍ以下 ３.０ｍ以上
且つ３階以下 (２.０ｍ以上)

　(　)は、道路後退線を示す。

リゾートマンション等 ６０％以上

そ の 他 の 建 築 物 ４０％以上

宅 地 分 譲 地 ５０％以上

６０％以上

（ 但 し 、 温 泉 街 そ の 他 の 建 築 物 ４０％以上

宅 地 分 譲 地 ５０％以上

 
計
 
画
 
区
 
域
 
外

中 川 の 一 部

リゾートマンション等

－25～26－

















































由布市潤いのあるまち環境整備基金条例 

平成１７年１０月１日 

条 例 第 ８ ５ 号 

(設置) 

第1条 美しい自然環境、魅力ある景観及び良好な生活環境の保全並びに環境整備を

図るため、由布市潤いのあるまち環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。 

 

(積立て) 

第2条 基金は、潤いのある町づくり条例(平成2年湯布院町条例第19号)に基づく環境

整備協力金をもって積み立てる。 

 

(管理) 

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ

り保管しなければならない。 

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることが

できる。 

 

(運用益金の処理) 

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編

入するものとする。 

 

(繰替運用) 

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び

利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 

(処分) 

第6条 基金は、第1条の設置の目的に基づき、環境整備事業の資金に充てるため必要

がある場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。 

 

(委任) 

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯布院町潤いのある町環境整備基金

条例(平成2年湯布院条例第20号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、

この条例により積み立てられた基金とみなす。 
 

－55－ 
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由布市モーテル類似施設建築規制条例 
平成１７年１０月１日 

条例第２００号 
改正 平成３０年１０月１日条例第３１号 

（目的） 
第１条 この条例は、由布市における青少年の健全な育成と、快適で良好な生活環境の確保に
資するため、モーテル類似施設の営業を行う施設の建築に対し必要な規制を行うことを目的

とする。 
（定義） 

第２条 この条例において「モーテル類似施設」とは、いわゆる類似モーテル、ラブホテルの
類いで、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第２項に規定する旅館・ホテル営業、

同条第３項に規定する簡易宿所営業及び住宅宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）第２条

第３項に規定する住宅宿泊事業を目的とする建築物（以下「旅館等」という。）のうち、異

性を同伴する客に利用させることを目的とするものと見なされるもので、その構造又は施設

設備が次に掲げるいずれかに該当するものをいう。 
（１） 宿泊し、若しくは休憩しようとする者との面接かつ確認が充分できる玄関、帳場及
びフロント又はそれらに代替する機能を有する設備を設けていないもの 

（２） 前号の施設を経由して、各室に通じる共用の廊下（階段、昇降機等を含む。）を通
って入室する構造となっていないもの。ただし、各部屋がそれぞれ独立しているもの（い

わゆる１戸建）については、渡り廊下、通路等が共用のもの又は外部から見通しのできる

構造となっていないもの 
（３） 客室に性的感情を刺激するため設置する内装、装飾品、照明等の内部設備が備わっ
ているもの 

（４） 旅館等に付随する看板、広告塔、ネオン等にモーテル類似の名称又は休憩料金の表
示を使用しているもの 

（５） 外観が周辺の生活環境を害するおそれがあるもの 
２ この条例において「建築」とは、新築、改築、増築、移転、大規模な修繕及び模様替をい
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う。 
（建築規制区域） 

第３条 市内においてモーテル類似施設の営業を目的とする施設は、建築してはならない。 
（用途変更の禁止） 

第４条 モーテル類似施設以外の用途からモーテル類似施設への用途変更は、禁止する。 
（届出） 

第５条 市内において、旅館等を建築し、又は旅館等に用途変更しようとする者は、建築基準
法（昭和２５年法律第２０１号）第６条に規定する確認申請書の提出又は同法第１５条第１

項に規定する届出をする前に、規則の定めるところにより、市長に対し届出をしなければな

らない。 
２ 施設設備についても、設置又は施工をする前に、規則の定めるところにより、市長に対し
届出をしなければならない。 

３ 前２項の届出をした者が届出をした事項を変更しようとするときも、規則の定めるところ
により市長に対し届出をしなければならない。 
（届出者への通知） 

第６条 市長は、前条の届出を受理したときは、その届出に係る施設が第２条に定めるモーテ
ル類似施設に該当するか否かを審査し、届出者に対し、モーテル類似施設に該当する旨又は

該当しない旨の通知をしなければならない。 
２ 市長は、前項の審査をするに当たり、必要と認めるときは、審査会の意見を聴取するもの
とする。 
（審査会の設置） 

第７条 前条第２項に定める意見を聴取するため、由布市モーテル類似施設建築審査会（以下
「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会の組織運営に関する事項は、規則の定めるところによる。 
（建築中止及び改善命令） 

第８条 市長は、第３条及び第４条の規定に違反して、モーテル類似施設を建築し、又はモー
テル類似施設に用途変更をしようとする者に対し、建築又は用途変更の中止を命ずることが
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できる。 
２ 市長は、既に完成したモーテル類似施設について、モーテル類似施設とならない施設への
改善を命ずることができる。 
（立入調査等） 

第９条 市長は、モーテル類似施設の建築又は用途変更をしようとする者に対し、必要がある
ときは報告を求め、若しくは職員をして建築物及び建築物の敷地に立入調査を行わせること

ができる。 
２ 前項の規定により、立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提
示しなければならない。 
（雑則） 

第１０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
（罰則） 

第１１条 第８条の規定による市長の中止命令又は改善命令に違反した者は、これを６月以下
の懲役又は３万円以下の罰金に処する。 
（両罰規定） 

第１２条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又
は人の業務に関して、第８条の規定による違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、

その法人又は人に対しても前条の罰則を適用する。 
附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の挾間町モーテル類似施設等の規制に関する条
例（昭和５９年挾間町条例第２９号）、モーテル類似建造物の規制に関する条例（昭和５６

年庄内町条例第２２号）又は湯布院町モーテル類似施設等建築規制条例（昭和５８年湯布院

町条例第２６号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相

当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 
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３ この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の
条例の例による。 

附 則（平成３０年１０月１日条例第３１号） 
この条例は、公布の日から施行する。  
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由布市モーテル類似施設建築規制条例施行規則 
平成１７年１０月１日 

規則第１３５号 
改正 平成３０年１０月１日規則第２５号 

（趣旨） 
第１条 この規則は、由布市モーテル類似施設建築規制条例（平成１７年由布市条例第２００号。以
下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 
（届出等） 

第２条 条例第５条の規定による届出をしようとする者は、旅館等建築計画届出書（様式第１号）に
次に掲げる図書を添付して市長に届け出なければならない。ただし、建築主が看板、広告塔、ネオ

ン等のみを新設し、又は改設しようとする場合においては、市長が認める範囲内において、添付図

書の一部を省略することができる。外装又は内装についても、同様とする。 
図面の種類 明示すべき事項 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 
配置図（車庫及び駐車場

を含む。） 縮尺、方位及び敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途 
敷地が接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況 

各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積 
立面図 縮尺、高さ、開口部の位置及び色彩 
施設設備図 １ 看板・広告塔・ネオン等については、設置場所・規模・色彩・表示内容

２ 客室設備については、種別名称・規模 
（届出者への通知） 

第３条 条例第６条の規定による届出者への通知は、旅館等建築計画届出に係る通知書（様式第２号、
様式第２号の２）により行うものとする。 
（建築中止及び改善命令） 

第４条 条例第８条第１項に規定する建築中止命令は建築中止命令書（様式第３号）により、同条第
２項の改善命令は改善命令書（様式第４号）により行うものとする。 
（審査会の委員） 
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第５条 条例第７条に規定する由布市モーテル類似施設建築審査会（以下「審査会」という。）の委
員は、１２人以内とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 
（１） 識見を有する者 ６人以内 
（２） 議会議員 ３人以内 
（３） 市職員 ３人以内 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間
とする。 
（審査会の会長及び会議） 

第６条 審査会に会長を置く。会長は、委員の互選により選任する。 
２ 審査会は、市長の要請を受け、会長が招集し、会長はその議長となる。 
３ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。 
４ 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 
（審査会の庶務） 

第７条 審査会の庶務は、建設課において処理する。 
附 則 

（施行期日） 
１ この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の挾間町モーテル類似施設等の規制に関する条例施行
規則（昭和５９年挾間町規則第６号）、モーテル類似建造物の規制に関する条例施行規則（昭和５

６年庄内町規則第４号）又は湯布院町モーテル類似施設等建築規制条例施行規則（昭和５８年湯布

院町規則第８号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定

によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 
附 則（平成３０年１０月１日規則第２５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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由布市建築協定に関する条例施行規則 

 

平成１７年１０月１日 

規 則 第 １ ３ ４ 号 

 

(趣 旨) 

第１条 この規則は、由布市建築協定に関する条例(平成17年条例第199号)の施行に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(提出された協定書の公告) 

第２条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条の規定によ

る協定書の縦覧場所は、由布市役所とし、縦覧期間は、20日間とする。 

 

(公開による意見の聴取の開催) 

第３条 市長は、法第72条第1項の規定に基づき公開による意見の聴取(以下「公聴会」

という。)を行うときは、開催1週間前までに意見の聴取の事由、日時及び場所

を公告するとともに、当該建築協定をしようとするもの(以下「協定者」という。)

及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後10日以内に市長に文書をもって

異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。 

 

(代理人) 

第４条 協定者又は異議申出人は、公聴会に出席することができない場合は、その代

理人を出席させることができる。 

 

(公聴会の議長) 

第５条 公聴会は、市長又は市長の指名した市の職員が議長となる。ただし、次の各

号のいずれかに該当する者であってはならない。 

(1) 協定者又は異議申出人の三親等以内の親族 

(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人 

(3) 協定者又は異議申出人と直接に利害関係がある者 

 

―69― 



(関係職員等の出席) 

第６条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員の出席を

求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。 

 

(証人及び参考人の出席) 

第７条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して自己に有利

な証人又は参考人を出席させ、有利な証拠又は資料を提出することができる。 

２ 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会

の開会までに市長に届け出なければならない。 

 

(意見の聴取の記録) 

第８条 議長は、公聴会の出席者の住所、氏名及び建築協定書の説明意見等内容の要

点を職員に記録させなければならない。 

 

(認可された協定書の一般縦覧) 

第９条 法第73条の規定により認可された協定書の縦覧場所は、都市・景観推進課と

する。 

 

(雑 則) 

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成17年10月1日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成22年12月27日から施行する。 
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≪条例第35条の規定による技術的基準≫ 
由布市開発区域の給水に関する規程 

平成１７年１０月１日 

水道事業管理規程第８号 

(趣 旨) 

第１条 この規程は、由布市水道事業給水条例(平成17年条例第205号)第5条の規定による

「給水装置の新設等の申込み」のうち、開発区域への給水を円滑に行うため必要な事

項を定めるものとする。 

 

(定 義) 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 給水施設 開発区域内の施設で各戸の給水管及び建物に附属する施設並びにこれ

らに準ずる施設を除いたものをいう。 

(2) 受水槽方式 受水槽を設置し配水池等に揚水して給水する方式をいう。 

(3) 親メーター ２戸以上の子メーターの上流に設置するメーターをいう。 

(4) 子メーター 親メーターの下流側に、各戸ごとに設置するメーターをいう。 

 

(協 議) 

第３条 開発行為を行う者(以下「開発行為者」という。)は、給水について、あらかじめ水

道事業管理者(以下「管理者」という。)に協議し、承認を得なければならない。 

２ 開発行為者は、給水施設を市に帰属及び無償譲渡を条件とし、帰属、無償譲渡をし

ようとする場合は、あらかじめその旨を管理者に申し出なければならない。 

 

(給水施設の基準) 

第４条 給水施設は、水道法(昭和32年法律第177号)第5条、由布市水道事業給水条例、由布

市水道事業給水条例施行規程(平成17年水道事業管理規程第6号)その他関係規程に定

める設置基準に適合しなければならない。 

 

(工事の施行) 

第５条 工事の施行は、管理者又は管理者の許可を受けた者が承認を得て行わなければなら

ない。 
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(費用の負担) 

第６条 給水のために必要な費用は、すべて開発行為者の負担とする。 

２ 前項に規定するもののほか、親メーターの指示水量と、各戸の子メーターの合計水

量との差については、開発行為者の責任において料金を納入しなければならない。 

 

(給水施設の無償譲渡) 

第７条 開発行為者は、工事完了後管理者の行う検査に合格した給水施設が、次に掲げる条

件を満たした後に管理者と施設の無償譲渡について協議することができる。 

(1) 給水施設が設置されている開発区域内の道路が公道又はそれに準ずる道路に認定

されたとき。 

(2) 受水槽方式の開発区域にあって、給水施設の用に供する土地を市に無償譲渡のため

移転登記が可能であるとき。 

(3) 計画給水戸数の５０パーセントの給水が行われたとき。 

(4) 管理者が別に定める管理費を納入できるとき。 

 

(水道施設の維持管理) 

第８条 前条の協議が成立し、給水施設の用に供する土地の所有権移転登記及び管理費の納

入が完了した給水施設の維持管理は、翌年度始期から管理者が行うものとする。 

２ 前項の規定に基づき、管理者が水道施設を維持管理する不要となる親メーターの撤

去に要する工事費は、開発行為者の負担とする。 

 

第９条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。 

 

（経過措置) 

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の開発区域の給水に関する規程（昭和62

年挾間町規程第１号）の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規

定によりなされた手続その他の行為とみなす。 

 

―72― 








































